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                  ユーロ現金流通の成功と残された課題                                                

                                                                                                         

                                                   上席研究員 田中 和子             
 

 1 月 1 日、欧州の経済通貨同盟の総仕上げともいうべきユーロの現金通貨の流通が始

まった。英国、デンマーク、スウェーデンをのぞく EU12 カ国の通貨は遅くとも 2 月末

で一般に使用できなくなる。駅や有料道路料金所での長い列や一部商店でのおつりの不

足などトラブルも伝えられるが、マルクへの愛着が強いといわれたドイツでも急速に交

換が進み、人口三億人を超えるユーロ圏での総額 6460 億ユーロにのぼる旧通貨との交

換は、多くの国で予定より速いペースで進んでいるようである。もっとも、ユーロの流

通は 12 カ国にとどまらない。バチカンやモナコ等の小国でも自国通貨としてユーロを

使用するほか、ECB は中東欧、地中海、アフリカ諸国を中心とした 26 の中央銀行にも

約 40 億ユーロを事前配布しており、モンテネグロやユーゴのコソボ自治州でも 1 月 1
日からマルクに代わって法定通貨として使われている。ユーロの現金流通により、ユー

ロ圏では旧通貨による商品の価格表示が完全に廃止され、各国の価格が一目瞭然になる

ことから企業の競争が促進され、市場の効率化が進みユーロ圏経済の競争力・成長力が

高まることが期待される。さらに、今回の現金導入の成功により、現在ユーロに参加し

ていないデンマークやスウェーデンでもユーロ導入賛成が反対を上回るに至った。スウ

ェーデンのペーション首相は 03 年春にも国民投票で導入の可否を問う意向を示してい

るほか、英国のブレア首相も導入にむけて国民の意向を窺っている状況にあり、ユーロ

導入の成功は EU の求心力を強めつつある。 
 
 しかし、これでもって通貨としてのユーロの先行きが安泰というわけにはいかない。

ユーロが市場の信認を得てドルに匹敵するような通貨になるには、それに見合った経済

的、政治的裏付けが必要である。欧州市場では 92 年までに非関税障壁の撤廃により一

応ヒト、モノ、カネの自由化による単一市場の形成が目指されたものの，通貨の相違に

加え各国間の法制度や労働市場の違いなどが残っていた。ユーロの導入により通貨の相

違が解消され、また一歩前進したことになるが、真の単一市場の実現のためには、本年

上期の議長国であるスペインのラト経済相が指摘するように、さらにエネルギー、運輸

など国内市場の自由化、労働市場の硬直性の打破、税制の調和、金融市場の統一に向け

たアクションプランの推進などが重要な課題となる。 
 
 一方、政治的側面についても、EU は昨年末のラーケン欧州理事会で、可能性の高ま

った 2004 年の中東欧等の 10 カ国を含めた 25 カ国体制をにらみ、EU の一層の政治的統

合とその円滑な機能にむけての議論を深めるため、諮問会議を開催することで合意した。
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そのような折りしもベルルスコーニ率いるイタリア中道右派内閣でユーロ支持の象徴

的存在であったルジェロ外相が、政府内のユーロ懐疑派の発言と現金導入に対する準備

不足に反撥して辞任し、各国がイタリアの対ＥＵ政策に対して疑念を強める事態が起こ

った。ベルルスコーニ首相は EU への支持を再確認しているが、こうした政治の不協和

音が生ずるたびにユーロは圧力を受けることになろう。今後ＥＵが拡大し国民の価値観、

多様性が益々増えるなか、EU はこうした問題を克服しつつより高い統合にむけて前進

を続けていかねばならない。今回のユーロ現金の導入を契機として欧州市民の一体感が

強まり、それが諮問会議の狙い通り「より市民に近い EU」、「より機能する EU」の実

現にむけての議論の進捗につながれば、ユーロに対する信頼も大いに強まることになろ

う。 
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